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１．条例の目的（第 1 条） 

この条例は、みどりの保全や緑化の推進につ 

いて、基本理念を定め、市、市民及び事業者の 

責務を明らかにするとともに、みどりの保全や 

緑化の推進に係る基本的施策を示し、総合的か 

つ計画的に推進することにより、良好な生活環

境の形成を図り、もってみどり豊かなまちづく

りに寄与することを目的とする。 

２．条例における用語の定義（第 2条） 

＜緑地＞ 

  樹林地、草地、水辺地若しくはその状況が

これらに類する土地が、良好な自然的環境を

形成しているものをいう。 

その状況がこれらに類する土地 とは 

都市公園、広場、運動場、街路樹、河川及びそ

の他の施設的な土地及び空間など 

＜みどり＞ 

 緑地と緑地が持つ機能、効果、価値を合わ

せたものをいう。 

＜緑化＞ 

  みどりを創出するための人為的な行為を 

いう。 

３．基本理念（第 3 条） 

みどりの保全及び緑化の推進は、 

○人と自然が共生し、安全で快適な生活を

享受できるまちづくりのため 

  ○後世に残るみどりを築くため 

  ○市、市民及び事業者が協働のもとに 

行わなければならない。 

第１章 総則 

（基本的な考え方の部分） 

第 1 章は、 

こんなことが書いてあります。 

第１章の「総則」では 

・この条例の目的

・言葉の定義

・基本理念（考え方） 

・市とみなさんの責務

を定めます。

ここでは、 

この条例によく出てくる 

言葉の意味を示しているよ！

ここでは 

みどりの保全と緑化の推進について、 

「こうあるべきだという根本的な考え方」

を示しているよ。 
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４．市の責務（第 4条） 

＜条例の概要＞

市は、良好な生活環境を確保するため、みど

りの保全及び緑化の推進について、総合的な施

策を策定し、これを計画的に実施するものとす

る。 

５．市民の責務（第 5 条） 

＜条例の概要＞

市民は、自らが緑化の推進を担う主体と認識

し、市が実施するみどりの保全及び緑化の推

進に関する施策に協力しなければならない。 

６．事業者の責務（第 6条） 

＜条例骨子案＞

事業者は、その事業活動の実施に関し、地域

の特性に十分配慮し、積極的にみどりの保全

と緑化の推進に努め、市が実施するみどりの

保全及び緑化の推進に関する施策に協力しな

ければならない。 

ここでは、 

みどりの保全と緑化の推進について

市、市民、事業者のそれぞれが 

「やるべきこと！」 

を示しているよ。 
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７．みどりの基本計画（第 8条） 

＜条例の概要＞ 

市は、みどりの保全及び緑化の推進を図るた

め、都市緑地法第 4 条第１項に規定する基本計

画として、みどりの基本計画を定めるものとす

る。 

８．みどりの基本計画の策定手続（第 8条） 

＜条例の概要＞ 

市は、みどりの基本計画を策定し、変更しよ

うとするときは、あらかじめ、市民の意見を反

映することができるように、必要な措置を講ず

るとともに、みどりに関する審議会の意見を聴

かなければならない。 

９．緑化重点地区（第 9条） 

＜条例の概要＞ 

 市長はみどりの基本計画において、緑化重点

地区における緑化の推進に関する事項を定める

ことができる。 

※ 緑化重点地区に定める内容 とは、 

（案）・緑化重点地区の区域 

   ・緑化の推進に関する基本方針及び目標 

   ・緑化の推進に係る計画 

   ・その他必要な事項 

第２章 みどりの基本計画 

（基本的な考え方の部分） 

第２章は 

こんなことが書いてあります。 

静岡市では、 

みどりの将来像を示す 

「みどりの基本計画」 

を必ず定めます！ 

「みどりの基本計画」ってなに？

「みどりの基本計画」とは、 

都市緑地法第４条に根拠をおく、「緑地の保全及

び緑化の推進に関する基本計画」です。 

 みどり豊かで快適な都市を形成していくこと

を目指し、緑地の保全、公園の整備、民有地の

緑化の推進など、「みどり全般」について、 

静岡市の将来あるべき姿とそれを実現するため

の方策を示す計画です。
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●保存樹木等  

10．保存樹木等の指定（第 10 条） 

＜条例の概要＞ 

市長は、都市計画区域内において、都市の健

全な環境の維持及び向上のため、特に保存する

必要があると認める樹木等で規則に定める基準

に適合するものを指定することができる。 

※ 規則に定める基準 とは、 

政令に定める樹木の規模の基準に加え、地域に親

しみのある樹木として、地域コミュニティーに重要

なものを指定する。 

また、市長は、保存樹木等の指定をしたとき

は、これを表示する標識を設置するものとする。 

11．指定の除外（第 11 条） 

みどりの保全に関する他の法令等により、既

に指定を受けている樹木等は、保存樹木等の指

定について適用しない。 

12．保全義務（第 12 条） 

保存樹木等の所有者は、樹木等の枯死や損傷

を防止に努め、大切に保全しなければならない。 

13．行為の届出（第 13 条） 

所有者は、所有者等の変更、枯死、伐採、病

虫害等の事由が発生したときは、遅滞なく、そ

の旨を届け出なければならない。 

第３章 みどりの保全と緑化の推進 

（具体的な施策の部分） 

第３章は 

こんなことが書いてあります。 

第３章の「みどりの保全と

緑化の推進」では、 

具体的な制度を定めます。

・保存樹木等 

・建築物の緑化 

・緑地協定 

「保存樹木等」ってなに？ 

保存樹木等とは、 

静岡市の都市計画区域内において、都市の

健全な環境維持及び向上のため、市の基準に

より、市長の指定を受けた、巨樹、古木又は

樹木の集団をいいます。 

保存樹木等は、「地域のランドマーク」や「市

民の注目を集めるみどり」として活用され、

その保全行為については、市がその費用の一

部を助成します。 
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14．指定の解除（第 14 条） 

市長は、保存樹木等が滅失、枯死、その他の

公益上の特別な理由などにより、指定の理由が

消滅した場合、指定を解除することができる。 

15．助成（第 15 条） 

＜条例の概要＞ 

市長は、保存樹木等の保存に関し必要がある

と認めるときは、予算の範囲内で当該費用の一

部を補助することができる。 

※ 補助については、

「保存樹木等の補助に関する要綱」 

に定めます。 

16．技術的支援（第 16 条） 

市長は、保存樹木等が病虫害又は損傷を受け

たとき、所有者に対し、助言を行う者の派遣、

実地調査などの技術的な支援を行うことができ

る。 

17．立入調査等（第 17 条） 

市長は、保存樹木等の調査のため必要と認め

るときは、当該職員を、あらかじめ所有者等に

通知し、立入調査させることができる。 

「助成」ってどんなこと？ 

保存樹木等の維持保全に必要な行為に要す

る費用の一部を、市が負担します。 

例えば 

・枝折れなどの危険な状況の回避 

・日常では管理できない高所の枝払い 

・健康状態の確認や適切な措置 など 

など

（例）高所枝払い作業の様子 
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●公共建築物、事業所等及び地域の緑化  

18．公共建築物の緑化（第 18 条） 

＜条例の概要＞ 

都市計画区域において、市が庁舎、学校、公

営住宅などの公共建築物を設置する際には、規

則に定める緑化の基準に基づき緑化しなければ

ならない。 

※ 規則に定める緑化の基準 とは、 

敷地面積の 5％以上を義務化 

また、公共建築物を設置する際には、規則に

定める緑化の目標の実現に努めるものとする。 

※ 規則に定める緑化の目標 とは、 

敷地面積の 15％以上に努める 

19．事業所等の緑化（第 19 条） 

＜条例の概要＞ 

都市計画区域において、事業者等は規則で定

める規模以上の住宅（マンション）、商業施設、

業務施設、工場及び事業所などを設置する際に

は、規則に定める緑化の基準に基づく緑化に努

めるものとする。 

※ 規則に定める規模 とは、 

敷地面積が 1,000 ㎡以上の事業所等 

※ 規則に定める緑化の基準 とは、 

敷地面積の 5％以上に努める（努力義務） 

また、規則に定める緑化の目標の実現に努め

るものとする。 

※ 規則に定める緑化の目標 とは、 

敷地面積の 10％以上に努める
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20．緑化に関する協議（第 20 条） 

＜条例の概要＞

公共建築物又は、事業所等を設置しようとす

る者は、あらかじめ、当該敷地内にける緑化に

関する計画を作成し、市長と協議しなければな

らない。 

※ 緑化面積の算定方法などについては、 

手引書などを別に定めます。 

21．優良緑化建築物の認定・表彰（第 21 条） 

＜条例の概要＞ 

緑化目標以上の緑化が施された公共建築物や

事業所等を、事業者等の申請により、「優良緑化

建築物」として認定・公開し、広く周知するこ

とができる。 

また、特に優れているものは表彰の対象とす

ることができる。 

※「公開の方法」については、規則等で定める。 

インターネットによる閲覧、庁舎内での閲覧 

など 

●緑地協定 

22．緑地協定（第 23 条） 

＜条例の概要＞ 

 土地所有者等は、都市緑地法第 45 条第 1 項

に基づく、「緑地協定」について締結の促進を

図るとともに、その実施に関し、必要な助言

及び支援をすることができる。 

「緑地協定」って何？ 

認定・表彰となるケースは？ 

静岡市の都市計画区域内における相当規模

の一団の土地（通常は、自治会単位や街区単

位）について、その地域の良好な環境を確保

するため、土地所有者等全員の合意により、

みどりに関する事項の地域独自のルールを定

める制度です。 

緑化目標を超える緑化が施されたものを

優良緑化建築物に認定できます。 

（緑化目標） 

※敷地面積に対する緑地面積の割合が 

公共建築物 １５％以上 

  事業所等  １０％以上 

 そのうち、特に優れている事業所等を表彰

の対象とします。 
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23．市民等との協働（第 24 条） 

＜条例の概要＞ 

市長は、市民及び事業者との相互の連携及び

協働により、みどりの保全及び緑化の推進に係

る運動（みどりのまちづくり運動）を積極的に

行うものとする。 

※例として以下のような活動の充実を図ります。 

・みどりに係る情報の受発信 

・市民参画（ワークショップ等）による、公園、

緑地の計画づくり 

 ・イベントの充実（園芸市、花いっぱい全国大会） 

 ・緑化活動の表彰（花壇コンクール） 

 ・市民との協働によるみどりの維持管理 

（150 号花壇、沈床園、道路サポータ―など） 

 ・花苗・球根・種などの配布 など 

24．人材の育成（第 25 条） 

 市長は、みどりのまちづくり運動において

中心的な役割を担う人材や市民団体の育成強

化に努めるものとする。 

25．静岡市みどり審議会（第 26 条） 

保存樹木の指定をはじめ、みどりの保全及

び緑化の推進に関する重要事項について調査

審議するため、市長の付属機関として静岡市

みどり審議会を置く。 

26．組織（第 28 条） 

・委員は 10 人以内とする。 

・委員は市長が委嘱する。 

・委員の任期は２年以内とする。 

第４章 市民等との協働 

（個別条例の役割） 

第５章 審議会 

（個別条例の役割） 

第４章には 

こんなことが書いてあります。 

第５章では 

こんなことが書いてあります。 

第４章「市民等との協働」

では、 

官民が連携して、 

・これまでの事業の継続 

・新たな緑化の推進 

を図っていく 

姿勢を示します。

第５章では、 

・保存樹木等の指定 

・優良緑化建築物の審査 

・その他のあらゆる「みどり」

に関する重要事項を審議

する付属機関 

を設けることを示します。 

左の列の枠内に示すような事業を推進します。

具体的には、どんな事業があるの？

園芸市 

市民と協働の花壇づくり 

花苗配布 緑化講習会 
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27．勧告（第 29 条） 

  市長は、この条例に違反した者に対して、

必要な措置を命ずることができる。 

28．公表（第 30 条） 

監督処分を受けたものが、正当な理由なく、

従わないときには、氏名や名称及び住所並び

に原因を公表することができる。 

※ 想定される原因 とは、 

・保存樹木等の保全義務を怠った場合 

・緑化協議を行わなかった場合 

・緑化協議済みの緑化を実施しない場合 など 

29．委任（第 31 条） 

  この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

30．施行日 

この条例は、公布の日から施行します。 

  （目標：平成 27年 4 月 1 日施行） 

第６章 雑則 
第６章では 

こんなことが書いてあります。 

この条例に違反する者に

対しては、先ず、是正指導

します。 

それでも、改善が見られ

ない場合は、氏名や名称な

どを一般に公表します！ 


